
就
学
援
助
の
新
規
申
請
に

つ
い
て

お
知
ら
せ

就
学
援
助
の
新
規
申
請
に

つ
い
て

各
小
・
中
学
校
、
ま
た
は

教
育
委
員
会
学
務
課

　
1
８
７
６
―
１
２
３
４

　
　
　
　
　（
内
線
６
５
１
２
）

母
子
家
庭
高
等
技
能
訓
練

促
進
費
等
支
給
事
業
の
支

給
期
間
の
延
長
に
つ
い
て

母
子
家
庭
高
等
技
能
訓
練

促
進
費
等
支
給
事
業
の
支

給
期
間
の
延
長
に
つ
い
て

児
童
家
庭
課
　
母
子
係

　
1
８
７
６
―
１
２
３
４

　
　
　
　
　（
内
線
３
６
１
２
）

　
本
市
で
は
、経
済
的
な
理
由
で
就

学
が
困
難
な
児
童
生
徒
の
保
護
者
に

対
し
て
就
学
援
助
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。援
助
を
希
望
す
る
者
は
、担
任

の
先
生
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

1
．

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
者

2
．

生
活
保
護
は
受
け
て
い
な
い

が
こ
れ
に
準
ず
る
程
度
に
生
活
が
困

っ
て
い
る
者（
具
体
的
に
は
、次
の
状

態
に
あ
る
も
の
）

イ
．

生
活
保
護
を
受
け
て
い
た
が

廃
止
等
に
な
っ
た
者

ロ
．

市
民
税
が
非
課
税
の
者

ハ
．

そ
の
他
イ
〜
ロ
に
準
ず
る
程

度
に
困
っ
て
い
る
者

援
助
費
目

　
学
用
品
費
・
新
入
学
学
用
品
費
・
校

外
活
動
費
・
修
学
旅
行
費
・
学
校
給
食

費
・
医
療
費（
学
校
病
の
治
療
に
限
る
）

《
た
だ
し
、生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

者
は
、修
学
旅
行
費
・
医
療
費
に
限
る
》

提
出
書
類

①
就
学
援
助
費
受
給
申
請
書

②
住
民
票
謄
本（
特
別
・
続
柄
の
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
）

③
市
県
民
税
所
得
課
税
証
明
書

（
18
歳
以
上
の
者
全
員
）

※
祖
父
母（
児
童
生
徒
か
ら
み
た
場

合
の
続
柄
）等
と
同
居
し
て
い
る
場

合
は
、住
民
登
録
が
別
で
も
そ
の
祖

父
母
等
の
分
の
住
民
票
謄
本
と
所
得

課
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。

④
家
賃
証
明
書（
ア
パ
ー
ト
等
に
居

住
の
場
合
）

※
生
活
保
護
世
帯
は
①
の
み
提
出
　

申
請
期
間

4
月
10
日（
金
）〜
4
月
30
日（
木
）

提
出
先
・
用
紙
の
配
布
先

通
学
し
て
い
る
小
･
中
学
校

　
浦
添
市
で
は
平
成
20
年
度
か
ら
母

子
家
庭
の
母
に
対
し
、就
業
に
結
び

つ
き
や
す
い
資
格
を
取
得
す
る
た
め

に
2
年
以
上
養
成
機
関
に
お
い
て
修

業
す
る
場
合
そ
の
一
定
期
間
に
つ
い

て
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
お
よ
び
入

学
支
援
修
了
一
時
金
を
支
給
し
て
い

ま
す
。こ
れ
は
、生
活
の
負
担
の
軽
減

を
図
り
、技
能
訓
練
を
受
け
や
す
く

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、修
業
期
間
の
3
分
の

１
の
期
間（
上
限
12
月
分
）を
支
給
対

象
期
間
と
し
て
い
ま
し
た
が
、平
成

21
年
度
か
ら
は
修
業
期
間
の
2
分
の

１
の
期
間（
上
限
18
月
分
）を
支
給
対

象
期
間
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

支
給
額

訓
練
促
進
費

月
額
1
0
3，
0
0
0
円

（
市
民
税
非
課
税
の
方
）

月
額
5
1，
5
0
0
円

（
市
民
税
課
税
の
方
）

修
了
一
時
金

5
0，
0
0
0
円

（
市
民
税
非
課
税
の
方
）

2
5，
0
0
0
円

（
市
民
税
課
税
の
方
）

支
給
期
間

・
修
業
期
間
2
年
間
の
養
成
機
関
の

場
合

平
成
20
年
度
ま
で
は
、〔
2
年
目
の

8
月
分
か
ら
支
給
〕

平
成
21
年
度
か
ら
は
、

〔
2
年
目
の
4
月
分
か
ら
支
給
〕

・
修
業
期
間
3
年
間
の
養
成
機
関
の

場
合

平
成
20
年
度
ま
で
は
、

〔
3
年
目
の
4
月
分
か
ら
支
給
〕

平
成
21
年
度
か
ら
は
、

〔
2
年
目
の
8
月
分
か
ら
支
給
〕

対
象
資
格

・
看
護
師
・
保
育
士
・
介
護
福
祉

士
・
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
等

※
詳
し
い
内
容
は
、
担
当
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
浦
添
市
母
子
家
庭
お
よ
び
父
子
家

庭
児
童
生
徒
入
学
激
励
金
支
給
事

業
・
浦
添
市
母
子
家
庭
等
宿
泊
旅
費

支
給
事
業
は
、
平
成
20
年
度
で
終
了

致
し
ま
し
た
。

道
路
工
事
の
お
知
ら
せ

道
路
工
事
の
お
知
ら
せ

道
路
課
（
計
画
工
事
係
）

　
1
８
７
６
―
１
２
３
４

 
 
 
 

　（
内
線
４
５
６
２
）

 
道
路
改
良
工
事
の
た
め
、
左
記
の

期
間
中
、
片
側
交
互
交
通
お
よ
び
全

面
交
通
止
に
な
り
ま
す
。

 
ご
迷
惑
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、

ご
協
力
お
願
い
致
し
ま
す
。

日
時
 
4
月
上
旬
〜
6
月
上
旬
ま
で

場
所
　
浦
添
市
仲
間
地
先
（
浦
添
城

跡
入
り
口
）

新
し
い
自
治
会
が
誕
生
し
ま

し
た　

陽
迎
橋
自
治
会

新
し
い
自
治
会
が
誕
生
し
ま

し
た　

陽
迎
橋
自
治
会

市
民
生
活
課

　
1
８
７
６
―
１
２
３
４

 
 
 
 

　（
内
線
３
０
１
２
）

　
こ
れ
ま
で
、
前
田
、
浦
西
自
治
会

の
区
域
で
活
動
し
て
い
た
陽
迎
橋
自

治
会
が
、
4
月
1
日
に
新
自
治
会
と

し
て
市
の
承
認
を
受
け
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
市
内
自
治
会
は
40
自
治

会
に
な
り
、
よ
り
活
発
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

運動公園通り

県
道
１
５
３
号
線

浦
添
城
跡
通
り

仲間

仲間自自治会館

仲間貯水
タンク

浦添
ようどれ館

浦添中学校

浦添小学校

工 事 箇 所

よ
う
げ
い
ば
し

よ
う
げ
い
ば
し

　
日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人

は
、
20
歳
に
な
っ
た
時
か
ら
国
民

年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険

料
の
納
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
し
か
し
、
学
生
の
方
の
多
く
は
、

収
入
が
な
い
等
の
理
由
で
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
を
猶

予
し
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納

め
る
こ
と
が
で
き
る
「
学
生
納
付

特
例
制
度
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
大
学
・
大
学
院
・
短
期
大
学
・

高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
職

業
能
力
開
発
校
等
に
在
学
す
る
学

生
で
夜
間
部
・
定
時
制
課
程
・
通

信
制
課
程
等
に
在
学
す
る
方

1
　
本
人
の
21
年
度
の
所
得
額

（
所
得
の
目
安
　
118
万
円
＋
扶

養
親
族
の
数
×
38
万
円
）

2
　
災
害
・
失
業
・
事
業
の
廃
止

等　
以
上
の
点
を
社
会
保
険
事
務
所

が
審
査
し
、
承
認
、
却
下
が
決
定

さ
れ
ま
す
。
な
お
、
免
除
申
請
す

る
際
は
、
所
得
の
申
告
が
必
要
で

す
。
未
申
告
の
方
は
免
除
申
請
の

受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
失

業
の
場
合
は
、
所
得
の
基
準
額
よ

り
失
業
し
た
人
の
所
得
が
上
回
っ

て
い
る
と
き
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
・
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

票
等
が
必
要
で
す
。

１
．
 

学
生
で
あ
る
身
分
が
証
明

で
き
る
も
の
（
学
生
証
ま
た
は
平

成
21
年
4
月
１
日
以
降
に
発
行

さ
れ
た
在
学
証
明
書
の
い
ず
れ
か
）

が
、
必
要
で
す
。

2
．
 

申
請
者
本
人
が
、
平
成
21

年
１
月
１
日
現
在
の
住
民
登
録
が

他
市
町
村
の
場
合
は
、
所
得
証
明

書
（
扶
養
状
況
が
記
入
さ
れ
て
い

る
も
の
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

未
申
告
の
方
は
、
必
ず
申
告
を
し

て
か
ら
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
学
生
納
付
特
例
の
申
請
が
遅
れ

る
と
、
申
請
日
前
に
生
じ
た
不
慮

の
事
故
や
病
気
に
よ
る
障
害
に
つ

い
て
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
障
害
年
金
お
よ
び
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
一
定

の
受
給
要
件
が
あ
り
ま
す
、
学
生

納
付
特
例
を
受
け
た
期
間
は
、
将

来
受
け
る
年
金
の
受
給
資
格
期
間

に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期

間
の
保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
、
古
い
順
に
納
付
が
可
能
で

す
。（
た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た

年
度
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、

3
年
目
以
降
は
、
当
時
の
保
険
料

に
一
定
の
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
）

国
民
年
金

学
生
納
付

特
例
制
度

学
生
納
付
特
例
期
間
の

年
金
は
ど
う
な
る
の
？

猶予申請受付を4月1日より開始します

「
納
付
」と「
学
生
納
付
特
例
」と

「
未
納
」は
こ
の
よ
う
に
違
い
ま
す

納付

障害基礎年金
遺族基礎年金

（受給資格期間）

受給資格期間

年金額に計算

学生納付特例 未納

○
入ります

○
入ります

×
入りません

○
入ります

○
入ります

×
入りません

○
されます

×
されません

×
されません

国
民
年
金

学
生
納
付

特
例
制
度

国
民
年
金

学
生
納
付

特
例
制
度

対
象
者

猶
予
申
請
に
必
要
な
書
類

学
生
納
付
特
例
申
請
は
、

毎
年
必
要
で
す

審
査
基
準

問
い
合
せ

 

市
民
課 

国
民
年
金
係

　
　
 

1
8
7
6
ー
1
2
3
4
 

　（
内
線
3
1
1
1
〜
3
1
1
6
）

ま
た
、「
社
会
保
険
庁
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ（http://w

w
w

.sia.go.jp/

）」

で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。（
申
請

書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
手
続
き
方
法
等
。）

（21）広報うらそえ　2009年4月1日 2009年4月1日　広報うらそえ（20）


